
和光市管理不全空家等及び
特定空家等の認定基準

（素案）

都市整備部建築課

令和８年２月２日（月）

和光市空家等対策協議会
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１ はじめに

本基準は、管理不全空家等及び特定空家等を判断
するため、「管理不全空家等及び特定空家等に対す
る措置に関する適切な実施を図るために必要な指針
（ガイドライン）」の内容を踏まえて、市としての
基準を定めます。

P.1
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空家等の管理は所有者の責務
適切な管理がなされていない空家等については、
適切な管理や利活用等の様々な援助に努めます。

改善が見られず認定された空家等については
改善に向けた働きかけを段階的に行います。

管理不全空家等に認定→固定資産税６倍
特定空家に認定→過料、行政代執行

所有者等の財産権の制約等を伴う行為
認定にあたっては猶予期間を設けるなど
慎重に手続きを行います。

P.1～2２ 基本的な考え方
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３ 認定基準の対象 P.3～4

指導書の送付

更に悪化

改善されない

5

著
し
く
悪
い
状
態 ※立入調査に応じない場合

２０万円以下の過料

市民等からの相談・情報提供

和
光
市
空
家
等
対
策
協
議
会

空家等適正管理指導書の送付

情報提供・助言（法12条）

現地調査等（法9条1項）

管理不全空家等の認定

指導（法13条1項）

勧告（法13条2項）

※固定資産税特例解除

特定空家等の認定

指導（法22条1項）

命令（法22条3項）

行政代執行（法22条9項）

本認定基準による調査

管
理
不
全
空
家
等

特
定
空
家
等

適正管理の継続

※従わない場合は５０万円以下の過料

※費用は所有者の負担

本認定基準による調査

状態が改善されない

略式代執行（法22条10項）

緊急代執行（法22条11項）

※費用は所有者の負担

※費用は所有者の負担（判明時）

空家等に該当しない

所有者を確知できない場合

協議会開催

認定の解除

措
置
が
講
じ
ら
れ
状
態
が
改
善
し
た
場
合

命令等の手続を経るいとまがない場合

状態が更に悪化

勧告（法22条2項）

※固定資産税特例解除

意見聴取

意見聴取

意見聴取

意見聴取

意見聴取

情報共有

状態が著しく悪い場合

対応終了

判 定

判 定

利活用の検討

判 定 文書照会※ ※

指導による改善



４ 判断の方法

管理不全空家等候補の判断フロー 特定空家等候補の判断フロー

P.5～6

（１）建築物の状態 （２）衛生・生活環境上の状態 （３）周辺への影響度

6

（１）建築物の状態

【５０点以上】

（２）衛生・生活環境上の状態

【Ｂ or Ｃ】

（３）周辺への影響度

【大 ・ 中】

非該当管理不全空家等候補

（１）、(2)いずれかでも

Yes

（１）、(2)いずれも

No

和光市空家等対策協議会

No

Yes

（１）建築物の状態

【１００点以上】

（２）衛生・生活環境上の状態

【Ｂ or Ｃ】

（３）周辺への影響度

【大 ・ 中】

非該当特定空家等候補

（１）、(2)いずれかでも

Yes

（１）、(2)いずれも

No

和光市空家等対策協議会

No

Yes



５ 具体的な判断基準

（１）建築物の状態

判断例）

P.7～12
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５ 具体的な判断基準

（２）衛生・生活環境上の状態

判断例）

Aランク Bランク Cランク

①石綿の飛
散

ア　吹付石綿の露出
イ　石綿使用部材の破損

なし

ア　周囲の外装材の

破損
イ　あり（飛散可能性

が低い）

あり

②汚水等

ア　排水設備等からの汚水等の

流出

イ　排水設備等の破損

なし
ア　なし

イ　部分的、軽度

ア　あり

イ　過半、重度

③害虫等
ア　多数の蚊、ネズミ等の発生
イ　多量の腐敗したゴミ

なし
ア　なし
イ　部分的、軽度

ア　あり
イ　過半、重度

④動物等
ア　著しい動物の糞尿等

イ　常態的な動物の棲みつき
なし

ア　なし

イ　あり

ア　あり

イ　あり

⑤外装材・屋

根ふき材・看

板等

ア　色褪せ、破損、汚損 なし ア　部分的、軽度 ア　過半、重度

⑥ごみ ア　ごみの散乱、山積 なし ア　部分的、軽度 ア　過半、重度

⑦汚水等

ア　排水設備等からの汚水等によ

る悪臭

イ　腐敗ゴミによる悪臭

なし
ア　なし

イ　部分的、軽度

ア　あり

イ　過半、重度

⑧動物の糞

尿、ごみ等

ア　動物の糞尿、腐敗ごみの悪臭

イ　動物の糞尿、腐敗ごみの放置
なし

ア　なし

イ　部分的、軽度

ア　あり

イ　過半、重度

⑨不法侵入
ア　不法侵入の形跡

イ　開口部等の破損
なし

ア　なし

イ　部分的、軽度

ア　あり

イ　過半、重度

⑩立木等

ア　立木の腐朽、枝折れ等が生じ

敷地外に枝等が散乱

イ　枝等が道路等にはみ出し、歩
行者等の通行を妨害

なし ア　部分的、軽度 ア　過半、重度

状態の総合判断 Aランク　・　Ｂランク　・　Ｃランク

判断内容
影響・状態レベル

衛

生

景

観

生
活

環

境

の

保
全

観点 項目

P.13～18
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５ 具体的な判断基準

（３）周辺への影響度

※ガイドラインに示されている空家等状況による悪影響の程度、切迫性の例
① 狭小な敷地の密集市街地に位置している場合
② 通行量の多い主要な道路の沿道に位置している場合
③ 空家等が大規模な場合
④ 屋根外壁等の多数の部位が損傷している場合
⑤ その他悪影響を受ける周辺環境がある場合

P.19

9

建物の階数

周辺建築物と空家等の距離 2階建以内 Ｌ＞概ね６ｍ 概ね３ｍ≦Ｌ≦概ね６ｍ Ｌ＜概ね３ｍ

【Ｌ＝　　　　　】 ３階建以上 Ｌ＞概ね９ｍ 概ね６ｍ≦Ｌ≦概ね９ｍ Ｌ＜概ね６ｍ

道路と空家等の距離 2階建以内 Ｌ＞概ね６ｍ 概ね３ｍ≦Ｌ≦概ね６ｍ Ｌ＜概ね３ｍ

【Ｌ＝　　　　　】 ３階建以上 Ｌ＞概ね９ｍ 概ね６ｍ≦Ｌ≦概ね９ｍ Ｌ＜概ね６ｍ

影響度（小） 影響度（中） 影響度（大）

悪影響の程度、切迫性の状況

周辺への影響度

周辺からの距離



６ 調査の方法

○敷地外からの外観調査を原則
○２名以上の職員（建築課１名＋
関係課）と専門知識を有するもの
により判定

P.20～22
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